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ス
課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

３
０
７
）、
そ
の
他
の
相
談
は

健
康
増
進
課
（
０
７
９
８
・
２

６
・
３
６
７
５
）
へ
。

《
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
》

①
人
込
み
や
繁
華
街
へ
の
外

出
を
控
え
る

②
外
出
時
は
マ
ス
ク
を
使
用

し
、
帰
宅
時
は
う
が
い
と
手
洗

い
を
す
る

③
加
湿
器
な
ど
を
使
用
し
て
、

室
内
を
適
度
な
湿
度
に
保
つ

④
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事

を
し
て
十
分
な
栄
養
を
と
る

⑤
風
邪
の
症
状
が
あ
る
場
合
、

早
め
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る

す
。
普
通
の
風
邪
と
違
い
、
高

齢
者
や
乳
幼
児
な
ど
の
場
合
は

重
症
化
す
る
と
命
に
か
か
わ
り

ま
す
。
注
意
し
て
予
防
し
ま
し

ょ
う
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
に

は
、
予
防
接
種
が
有
効
で
す
。

ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る
こ
と
で
、

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
に
く
く
し

た
り
、
症
状
が
重
く
な
ら
な
い

よ
う
に
す
る
効
果
が
期
待
で
き

ま
す
。

市
は
、
高
齢
者
を
対
象
に
予

防
接
種
を
実
施
し
て
い
ま
す

（
８
面
別
掲
）。
予
防
接
種
に

関
す
る
問
合
せ
は
保
健
サ
ー
ビ

こ
れ
か
ら
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
（
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
呼
吸
器

感
染
症
）
が
流
行
す
る
時
期
で

フ
グ
は
種
類
に
よ
っ
て
食
べ

ら
れ
る
部
位
が
限
ら
れ
て
い
ま

す
。
フ
グ
に
よ
る
食
中
毒
を
防

ぐ
た
め
、
次
の
こ
と
を
守
り
ま

し
ょ
う
。
問
合
せ
は
生
活
衛
生

課
（
０
７
９
８
・
２
６
・
３
６

６
８
）
へ
。

★
素
人
が
調
理
し
な
い

★
飲
食
店
や
販
売
者
は
キ
モ

（
肝
臓
）
や
マ
コ
（
卵
巣
）
な

ど
の
有
毒
部
位
を
提
供
し
な
い

西
宮
自
然
保
護
協
会
は
、
来

年
の
「
西
宮
の
自
然
」
カ
レ
ン

ダ
ー
を
作
成
し
ま
し
た
。

清
流
に
す
む
サ
ワ
ガ
ニ
、
珍

し
い
ユ
リ
ノ
キ
や
ナ
ン
バ
ン
ギ

セ
ル
な
ど
、
市
の
豊
か
な
自
然

を
写
真
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
写
真
を
使
用
し
た

絵
ハ
ガ
キ
も
あ
り
ま
す
。

市
役
所
本
庁
舎
１
階
売
店
で
、

カ
レ
ン
ダ
ー
は
１
部
３
０
０
円
、

絵
ハ
ガ
キ
は
１
セ
ッ
ト
（
１２
枚

入
）
２
５
０
円
で
販
売
し
て
い

ま
す
。

問
合
せ
は
同
協
会
（
０
７
９

８
・
３
３
・
４
８
８
８
…
西
宮

市
貝
類
館
内
）
へ
。

年
末
年
始
は
、
ご
み
の
収
集

日
程
が
変
わ
り
ま
す
。

「
資
源
Ａ
」
の
年
末
年
始
の

収
集
日
程
は
下
表
の
と
お
り
で

す
（
第
３
・
第
４
週
に
収
集
す

る
地
区
は
、
本
紙
１２
月
１０
日
号

に
掲
載
）
。

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、

必
ず
午
前
８
時
ま
で
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
年
内
の
最

終
日
以
後
に
出
た
ご
み
は
、
年

始
の
開
始
日
ま
で
各
家
庭
で
保

管
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
年
末
年
始
の
業
務
に

つ
い
て
の
詳
細
は
、
本
紙
１２
月

１０
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

業
務
第
１
課
（
０
７
９
８
・

３
３
・
４
７
５
８
）

業
務
第
２
課
（
０
７
９
８
・

２
６
・
５
０
４
２
）

業
務
第
３
課
（
０
７
９
８
・

４
１
・
６
２
６
５
）

※
時
間
は
月
曜
〜
金
曜
の
午
前

８
時
２０
分
〜
午
後
４
時
３５
分
、

祝
日
の
午
前
８
時
２０
分
〜
午
後

４
時
５
分

（
０
７
９
８
・
３
４
・
１
６
６

２
）
へ
問
合
せ
を
。

【
施
設
】
会
議
室
（
２０
人
〜

１
５
０
人
）、
和
室
（
２０
人
〜

４０
人
）、
ホ
ー
ル
（
４
０
０
人
）

【
開
館
時
間
】
午
前
９
時
〜

午
後
１０
時

【
休
館
日
】
１２
月
２９
日
〜
翌

年
１
月
３
日

�
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ

に
し
の
み
や（
勤
労
者
体
育
館
）

ス
ポ
ー
ツ
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

日
曜
日
の
午
前
１０
時
か
ら
午
後

９
時
ま
で
、
体
育
室
を
無
料
で

一
般
開
放
し
て
い
ま
す
（
用
具

持
参
）。
申
込
方
法
な
ど
詳
し

く
は
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ

に
し
の
み
や
（
０
７
９
８
・
３

３
・
３
８
７
８
）
へ
問
合
せ
を
。

【
施
設
】
体
育
室
（
卓
球
５

台
・
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
２
面
）、

多
目
的
ホ
ー
ル
（
ラ
ン
ニ
ン
グ

マ
シ
ン
）
な
ど

【
開
館
時
間
】
午
前
９
時
〜

午
後
１０
時

【
休
館
日
】
毎
週
水
曜
、
祝

日
の
翌
日
、
１２
月
２９
日
〜
翌
年

１
月
３
日

�
勤
労
会
館

研
修
や
茶
話
会
、
講
演
会
な

ど
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
込

方
法
な
ど
詳
し
く
は
勤
労
会
館

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始
のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの
ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご
みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収
集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集

詳
細
は
１２
月
１０
日
号
で

お
知
ら
せ
し
ま
す

勤労会館、サン・アビリティーズにしのみや

仕事帰りに

始めていますか

高齢者に予防接種を実施

インフルエンザ予防

二
〇
〇
四
年
版

「
西
宮
の
自
然
」カ
レ
ン
ダ
ー

絵
ハ
ガ
キ
も
あ
り
ま
す

西宮の動植物を紹介

フグの食中毒
にご注意�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

周辺地図

【資源Ａ】年末年始の収集日

収集地区 年 内
最終日

年 始
開始日

第１水曜の収集地区 １２月３日 １月７日

第２水曜の収集地区 １２月１０日 １月１４日

第１木曜の収集地区 １２月４日 １月１０日※

第２木曜の収集地区 １２月１１日 １月８日

第１金曜の収集地区 １２月５日 １月１０日※

第２金曜の収集地区 １２月１２日 １月９日

※第１木・金曜の収集地区は、年始開始日が１月
１０日の土曜日になります。ご注意ください

給給与与公公表表特特集集

市
職
員
の
給
与
な
ど
の
状
況

に
つ
い
て
広
く
市
民
の
皆
さ
ん

に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
そ
の

あ
ら
ま
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
は
職
員
課
（
０
７
９
８

・
３
５
・
３
５
０
２
）
へ
。

《
給
与
な
ど
》

職
員
の
給
与
は
、
毎
月
の
給

料
の
ほ
か
、
調
整
・
扶
養
・
住

居
・
通
勤
・
管
理
職
な
ど
の
諸

手
当
と
民
間
企
業
の
ボ
ー
ナ
ス

に
当
た
る
期
末
・
勤
勉
手
当
と

か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。給
与
は
、

生
計
費
、
国
や
他
の
地
方
公
共

団
体
の
職
員
の
給
与
、
民
間
企

業
の
従
事
者
な
ど
の
給
与
と
の

均
衡
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
ま

す
。

《
人
件
費
な
ど
》

人
件
費
に
は
、
職
員
の
給
与

の
ほ
か
、
退
職
金
、
災
害
補
償

費
、
特
別
職
に
支
払
わ
れ
る
給

料
や
報
酬
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

平
成
１４
年
度
の
人
件
費
と
１５
年

度
の
職
員
給
与
費
の
状
況
は
表

�
・
�
の
と
お
り
で
す
。

《
平
均
給
料
月
額
な
ど
》

職
員
の
給
料
月
額
は
、
職
種

に
よ
っ
て
分
か
れ
る
給
料
表
で

決
ま
っ
て
い
ま
す
。
給
料
表
に

は
、
行
政
職
、
医
療
職
（
３
種

類
）、
消
防
職
、
教
育
職
（
２
種

類
）
の
７
種
類
が
あ
り
、
職
務

内
容
と
責
任
の
度
合
い
に
応
じ

て
級
に
分
か
れ
、
各
級
は
お
お

む
ね
２０
か
ら
３０
の
号
給
か
ら
な

っ
て
い
ま
す
。

一
番
多
い
職
種
の
一
般
行
政

職
（
１
３
５
８
人
）
と
技
能
労

務
職
（
７
８
８
人
）
は
、
全
職

員
の
５６
％
を
占
め
、
行
政
職
給

料
表
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
そ
の

平
均
給
料
月
額
な
ど
は
表
�
の

と
お
り
で
、
一
般
行
政
職
の
級

別
職
員
数
は
表
�
の
と
お
り
で

す
。一

般
行
政
職
の
給
与
水
準
を
、

国
が
１
０
０
と
し
て
比
較
す
る

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
市
の
職

員
構
成
を
国
と
同
じ
と
仮
定
し

て
計
算
）
で
見
る
と
、
今
年
４

月
１
日
現
在
で
、
１
０
３
・
６

（
昨
年
は
１
０
３
・
９
）
で
、

パ
ー
シ
ェ
指
数
（
国
の
職
員
構

成
を
市
と
同
じ
と
仮
定
し
て
計

算
）
で
は
１
０
５
・
１
（
昨
年

も
１
０
５
・
１
）
で
す
。

《
初
任
給
な
ど
》

一
般
行
政
職
の
学
歴
別
初
任

給
と
、
採
用
後
２
年
経
過
し
た

日
の
給
料
月
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ

国
と
比
較
し
た
の
が
表
�
で
す
。

一
般
行
政
職
の
１０
・
１５
・
２０

年
目
の
平
均
給
料
月
額
の
状
況

は
表
�
の
と
お
り
で
す
。

《
職
員
手
当
》

職
員
手
当
に
は
、
調
整
手
当

（
民
間
の
賃
金
、
物
価
、
生
計

費
が
特
に
高
い
地
域
で
、
民
間

企
業
の
賃
金
水
準
と
の
均
衡
を

図
る
た
め
に
支
払
わ
れ
る
）
の

ほ
か
、
期
末
・
勤
勉
・
退
職
・

管
理
職
な
ど
の
手
当
が
あ
り
、

そ
の
状
況
は
表
�
の
①
〜
⑦
の

と
お
り
で
す
。

《
特
別
職
の
給
料
な
ど
》

市
長
、
助
役
、
収
入
役
の
給

料
と
市
議
会
議
員
の
報
酬
は
、

学
識
経
験
者
や
市
内
の
公
共
的

団
体
の
代
表
者
な
ど
で
構
成
さ

れ
て
い
る
特
別
職
報
酬
等
審
議

会
の
意
見
を
聴
き
、
市
議
会
の

議
決
を
経
て
、
条
例
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
支

給
額
は
表
�
の
と
お
り
で
す
。

《
定
員
の
状
況
》

部
門
別
職
員
数
の
状
況
は
表

	
の
と
お
り
で
す
。

ま
た
、
事
務
事
業
や
事
務
執

行
体
制
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
、

定
員
の
適
正
化
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
進
ち
ょ
く
状
況
は
、

表


の
と
お
り
で
す
。

※
注

再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
…
再
任
用
制
度
（
高
齢
者

の
知
識
と
経
験
を
活
用
す
る
と

と
も
に
、
年
金
制
度
の
改
正
に

合
わ
せ
６０
歳
台
前
半
の
生
活
を

雇
用
と
年
金
の
連
携
に
よ
り
支

え
る
た
め
に
、
国
に
準
じ
て
導

入
さ
れ
た
、
市
を
定
年
退
職
し

た
者
な
ど
を
改
め
て
採
用
す
る

制
度
）
に
よ
り
、
１
週
間
当
た

り
の
勤
務
時
間
が
１６
〜
３２
時
間

の
範
囲
内
で
任
用
さ
れ
た
職
員

平
均
給
料
、
初
任
給
、
諸
手
当
の
状
況
な
ど

市
職
員
の
給
与
を
公
表

（１）人件費の状況（普通会計決算） （平成１４年度）

住民基本台帳人口
（平成１５年３月３１日現在）

歳出額
〈Ａ〉

実質収支
人件費
〈Ｂ〉

人件費率
〈Ｂ〉／〈Ａ〉

平成１３年度
人 件 費 率

４４万２０４５人 １４８３億７３４万円 ２億２７万円 ３７６億４７３１万円 ２５．３８％ ２５．８５％

＊普通会計とは、一般会計に特別会計（企業会計など一部の特別会計を除く）を加え、
会計間の重複を控除して得られる統計上の会計

（２）職員給与費の状況（普通会計予算） （平成１５年度）

職員数
〈Ａ〉

給 与 費 １人当たり給与費
〈Ｂ〉／〈Ａ〉給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計〈Ｂ〉

３１４６［３６］人１４２億５３７２万円５５億３２３３万円６７億７８８７万円２６５億６４９２万円 ８４４万４千円

＊職員手当には退職手当を含まず
＊［ ］内は再任用短時間勤務職員（※注参照）について外書き

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況（平成１５年４月１日現在）

区 分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

西宮市 ３８万６４６４円 ４７万７３３９円 ４４．６歳 ３４万１７４１円 ４１万２８０８円 ４１．８歳

国 ３２万７６２３円 ― ４０．５歳 ２８万６３４０円 ― ４８．９歳

＊平均給与月額は、給料月額のほかに、調整・扶養・住居・通勤手当の月額を含む

（４）一般行政職の級別職員数の状況 （平成１５年４月１日現在）

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
合 計標準的な

職務内容
主事
技師

主事
技師

主事
技師

係長
主査

課長補佐
係 長

課長 部長 局長

職員数 ２３人 ７９人 ３７１［２５］人 ３２２人 ３３７人 １６４人 ４８人 １４人 １３５８［２５］人

構成比 １．７％ ５．８％２７．４［１００］％２３．７％２４．８％１２．１％３．５％ １．０％１００［１００］％

１年前の
構 成 比

０．８％ ６．７％２７．６［１００］％２４．８％２３．８％１２．０％３．４％ ０．９％１００［１００］％

５年前の
構 成 比

３．３％ ８．４％ ２４．７％ ３０．７％１８．６％１０．４％３．１％ ０．８％ １００％

＊職員数は、西宮市一般職員の給与に関する条例に基づく行政職給料表の級区分による
＊［ ］内は再任用短時間勤務職員（※注参照）について外書き

（５）一般行政職の初任給の状況 （平成１５年４月１日現在）

区 分
初 任 給 採用２年経過日の給料月額

大 学 卒 高 校 卒 大 学 卒 高 校 卒

西宮市 １８万１００円 １５万３０００円 １９万９５００円 １６万５５００円

国
Ⅰ種 １８万９００円

１３万９５００円
Ⅰ種 ２０万２００円

１４万９２００円
Ⅱ種 １７万１５００円 Ⅱ種 １８万５６００円

（６）職員の経験年数・
学歴別平均給料月額の状況

（平成１５年４月１日現在）

区 分 大学卒 高校卒

経
験
年
数

１０年 ２７万７８６７円 ２４万５３３円

１５年 ３３万７０１５円 ２８万８９７５円

２０年 ３９万４３８０円 ３３万２８６７円

＊経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き
続き勤務している場合は、採用後の年数（７）職員手当の状況 ①調整手当（普通会計）（平成１５年４月１日現在）

支給対象地域 支給率 対象職員数 平均支給年額 国の制度

全 地 域
給料、扶養
手当などの
１０％相当額

３１８９人
４９万７１９円

（平成１４年度
決算）

給料、扶養
手当などの
１０％相当額

（７）職員手当の状況 ②期末・勤勉手当 （平成１４年度）

区 分
西 宮 市 国

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計

６月期
１．５７８５月分
［０．７７月分］

０．４７１５月分
［０．２３月分］

２．０５月分
［１月分］

１．４５月分
［０．７月分］

０．６月分
［０．３月分］

２．０５月分
［１月分］

１２月期
１．６３８月分
［０．９３６月分］

０．４６２月分
［０．２６４月分］

２．１月分
［１．２月分］

１．８５月分
［０．９５月分］

０．５５月分
［０．３月分］

２．４月分
［１．２５月分］

３月期
０．５月分
［０．２５月分］

―
０．５月分
［０．２５月分］

０．２月分
［０．２月分］

―
０．２月分
［０．２月分］

計
３．７１６５月分
［１．９５６月分］

０．９３３５月分
［０．４９４月分］

４．６５月分
［２．４５月分］

３．５月分
［１．８５月分］

１．１５月分
［０．６月分］

４．６５月分
［２．４５月分］

＊［ ］内は再任用短時間勤務職員（※注参照）の支給月数

（７）職員手当の状況 ③退職手当 （平成１５年４月１日現在）

区 分
西 宮 市 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤 続 ２０ 年
２５ 年
３５ 年

最高限度額

２１．００月分
３３．７５月分
４７．５０月分
６０．００月分

２８．８７５月分
４４．５５月分
６２．７０月分
６２．７０月分

２１．００月分
３３．７５月分
４７．５０月分
６０．００月分

２８．８７５月分
４４．５５月分
６２．７０月分
６２．７０月分

退 職 時
特別昇給

勤続年数および退職事由
により１号給～２号給

１ 号 俸

その他の
加算措置

定年前早期退職特別措置として、退職時給料（俸給）
月額の２％～２０％を加算

１人当たり
平均支給額
（平成１４年度）

自己都合 ４４９万３千円
定年 ３２２８万２千円
その他 ２１２１万１千円
（死亡、勧奨）

―

＊退職手当は、退職時の給料月額に勤続年数や退職事由（自己都合、定
年など）に応じて一定の率を乗じて算定
＊職員１人当たりの平均支給額は平成１４年度の実績額で、平均勤続年数は
自己都合退職１０年、定年退職３８年、その他２３年

（７）職員手当の状況 ④扶養・住居・通勤手当 （平成１５年４月１日現在）

区 分 西 宮 市 市の制度で国と異なる内容

扶養手当

配偶者１万４０００円、その他の扶養親族のうち２人まで各６０００
円（配偶者がいない場合そのうち１人１万１０００円。扶養親族
でない配偶者を有する場合の１人目の子など６５００円）、その
他の者各５０００円。１６歳以降の子など５０００円加算

国と対象範囲が異なり、子および父母に１親等
の親族関係にある者を含み、子の年齢要件も
一部異なる

住居手当
世帯主１万７２００円、被扶養者２人までの世帯主２万１５００円、被
扶養者３人以上の世帯主２万７０００円。非世帯主７５００円

国は、借家・借間居住者で家賃１万２０００円を超
える者に支給、最高限度額２万７０００円。自宅居
住者１０００円（新築・購入後５年間２５００円）

通勤手当

通勤のためにバス、電車など交通機関を利用する者に、全
額支給限度額４万５５００円、１／２加算限度額５０００円、最高支給
限度額５万５００円で支給。交通用具利用者（自転車、単車、
自動車）は用具、距離に応じて２５００円～２万１４００円

国は、交通機関を利用する者に、全額支給限
度額４万５０００円、１／２加算限度額５０００円、最
高支給限度額５万円で支給。交通用具利用者は
距離に応じて２０００円～２万９００円

（７）職員手当の状況 ⑤特殊勤務手当（普通会計） （平成１４年度）

区 分
職員全体に占める
手当支給職員の割合

対象職員１人当
たり平均支給月額

手当の種類

全職種 ６６．７％ １万１７０１円
じんかい処理作業従事手当、年
末年始特別勤務手当など３７種類

＊危険、不快など特殊な勤務条件で勤務する者に支給

（７）職員手当の状況 ⑥管理職手当（普通会計） （平成１４年度）

区 分 支給総額
職員１人当たり
平均支給月額

支給範囲及び支給率

全職種 ９億３０９３万円 ８万４４１５円
支給範囲：係長相当職位から局長相当職位
支 給 率：給料の１４％～２２％

（７）職員手当の状況 ⑦時間外勤務手当（普通会計）

区 分 支給総額
職員１人当たり
平均支給年額

平成１４年度 ８億５２８８万円 ３７万６千円

平成１３年度 ９億５６３２万円 ４１万４千円

（８）特別職の給料などの状況

区分 月額（平成１５年４月１日） 期末手当（平成１４年度）

給

料

市長 １２６万１０００円 ６月期２．０５月分
１２月期２．１０月分
３月期０．０５月分（計）４．２月分

助役 １０２万２０００円
収入役 ８６万２０００円

報

酬

議長 ８６万２０００円 ６月期２．０５月分
１２月期２．１０月分
３月期０．５０月分（計）４．６５月分

副議長 ７７万６０００円
議員 ６９万円

（１０）定員適正化の年次別進ちょく状況
（各年４月１日現在）

区 分 平成１３年 平成１４年 平成１５年

人 口 ４３万２６７人 ４３万６８７７人 ４４万２０４５人

普通会計職員数 ３２４４人 ３１９０人 ３１２４人

人口１０００人当たり
の普通会計職員数

７．５４ ７．３０ ７．０７

（９）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

区 分 職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
部 門 平成１４年 平成１５年

一
般
行
政
部
門

議 会 １７人 １７人 ―

総務企画 ４２９人 ４３６人 ７ 国体準備業務の教育委員会からの移管等

税 務 １４６人 １４０人 －６ 事務事業の見直し等

民 生 ５６９人 ５４８人 －２１ 保育所の民間移管及び事務事業の見直し

衛 生 ５２０人 ５１４人 －６ 事務事業の見直し等

労 働 １３人 １２人 －１ 執行体制の見直し

農林水産 ５人 ５人 ―

商 工 １３人 １３人 ―

土 木 ３１４人 ２９３人 －２１ 震災復興事業の進ちょく等

小 計 ２０２６［１６］人 １９７８［２４］人 －４８［８］

政
部
門

特
別
行

教 育 ７９４人 ７７８人 －１６ 事務事業の見直し

消 防 ３７０人 ３６８人 －２ 配置調整

小 計 １１６４［１５］人 １１４６［１１］人 －１８［－４］

会
計
部
門

公
営
企
業
等

病 院 ２９５人 ２９１人 －４ 事務事業の見直し

水 道 ２６５人 ２５９人 －６ 事務事業の見直し

下 水 道 ９０人 ８９人 －１ 事務事業の見直し

そ の 他 １１６人 １０４人 －１２ 兵庫県市町競輪事務組合の解散等

小 計 ７６６［２］人 ７４３［２］人 －２３

合 計 ３９５６［３３］人 ３８６７［３７］人 －８９［４］

＊［ ］内は再任用短時間勤務職員（※注参照）について外書き
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